
ユニボイス

「みんなのお店」シンボルマーク

広島市立大学芸術学部の学生に依頼して制作しました。
人とのつながりを大切にし、障害のある人とない人が相互理解を深め、誰もが過ごしやすい社会を
目指していく思いが込められています。笑顔を中心に、様々な人が手をつなぎ、広島の県花である
「もみじ」や特産品である「もみじ饅頭」を連想させるシルエットになっています。

資料８

＜関連するSDGs＞



⑴ SDGsに取り組み、社会的責任を果たしている事業者として、企業イメージの向上が期待できます。

⑵ 広島市ホームページに企業名や取組内容等を掲載します。

⑶ 印刷物やホームページにシンボルマークを使用して、お店の広報に活用できます。

※使用料無料、要申請

宣言店になるメリットとは？

宣言店になるには？

このマニュアルにある障害及び障害のある人についての基本的な事項を理解し、「みんなのお店ひろしま」が大

切にする3つの心構えを掲げ、取組項目のいずれか１つ以上を実践していることが必要です（随時受付）。

■３つの心構え

⑴ 入店・サービス拒否をしません
障害者差別解消法では、民間事業者も、障害のある人に対する不当な差別的取り扱いを禁止しています。

障害を理由として、正当な理由なく入店拒否やサービス提供の拒否、制限、条件を付けるなどしてはいけ

ません。また、正当な理由があると判断した場合は、その理由を説明し、理解を得るよう努めることが必要

です。

⑵ 合理的配慮を提供します ※
障害のある人から何らかの配慮を求める要望などがあった場合には、対応できる配慮か検討し、負担に
なり過ぎない範囲で、配慮を行いましょう（合理的配慮）。一人ひとりの障害の種類や程度も多様であるた

め、状況に応じた判断が必要です。ちょっとした気遣いや手助けで対応できることもたくさんあります。

⑶ 心のバリアフリーを大切にします
建物の設備などのバリアフリーに限らず、障害のある人に対する無関心や誤解等をなくし、障害のある
人を特別な存在ととらえるのではなく、一人のお客様として受け入れ、こころよくおもてなしをしましょう。

対象となるお店とは？

広島市内で事業を行う事業者（飲食店・小売店・サービス事業所など）が対象です。
（対価を得ない無報酬の事業を行うもの、非営利事業を行う社会福祉法人や特定非営利活動法人を含みます。）
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※ 障害のことや、合理的配慮などの障害者への対応について理解を深めるには、市政出前講座を
ご利用ください（市ホームページからお申込みができます。）。

＜関連するSDGs＞

市政出前講座 検索



■取組項目

取組項目 取組の内容

情報保障・意思疎通

手話、要約筆記、点字、音声案内、音声コード等を用いた、情報・意思疎通に関する取組

【例】 ・ 音声案内を行っている。
・ 手話・筆談での対応が可能である。
・ メニューや案内等にイラストや写真、点字、音声コードを使用している。

施設整備

スロープ（段差解消）、手すりの設置等、施設の整備に関する取組

【例】 ・ 段差にスロープを設置している。
・ 手すりを設置している。
・ 多機能トイレを整備している。
・ 店内に段差がない。

環境整備

（ア） 筆談ボード、折りたたみ式スロープ、車いす対応車両等、物品の配置に関する取組

【例】 ・ 筆談ボード（紙とペンでも可）を設置している。
・ 簡易スロープを用意している。
・ コミュニケーションボードを設置している。
・ 貸出用の車椅子を設置している。

（イ） 机やいす等の配置等の工夫に関する取組

【例】 ・ 車椅子の人が通れるように通路を広くしている。

（ウ） 対応マニュアルの策定や研修の実施等に関する取組

【例】 ・ 障害のある人への対応マニュアルを策定している。
・ 従業員に対する研修を行っている。

その他

上記以外の障害のある人が安心してサービスを利用できる取組

【例】 ・ 車椅子の人や足が不自由な人に対し、段差を越える手伝いをする。
・ 本人の意向を聞き取りながら、書類を代筆する。
・ 障害のある人へ配慮することを表明している。

※ 本店等が市内の店舗を取りまとめて提出することも可能です。
※ 宣言店に対し、障害福祉課が取組状況やお客様の反応に関する報告を求めた際は、ご協力をお願いします。

応募の流れ
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①推薦書の入手・作成 ②推薦書の提出

推薦書を郵便、メール、

ＦＡＸ等で提出してくだ

さい（持参可）

推薦書

下記の取組項目のうち、いずれか１つ以上を実践していることか必要です。

障害福祉課から推薦されたお店に対し、

宣言店への加入の意向を確認します

加入を希望される場合は、推薦された

お店から申立書を提出していただきます

取組内容が分かる写真等

を添えて、郵便、メール、

ＦＡＸ等で提出してくだ

さい（持参可）
宣言書及びステッカーは

お店の入口など
見えやすい場所に
掲示してください。

＜推薦したいお店がある場合＞



障害のある人とは？

障害及び障害のある人についての基本的な事項

障害を理由とする差別とは？

障害のある人にとってのバリア（社会的障壁）とは？
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まずは、障害のある人が直面している「バリア」を知り、何ができるか考えて、
できることは実践することが大切です

お店でできる合理的配慮の提供事例として、こんなものがあります

物理的なバリア 文化・情報面でのバリア 意識上のバリア

飲食店など

小売店・サービス業など
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を提供すること
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をします









広島市ホームページ
障害及び障害のある人についての基本的な事項や障害者差別解消法等についてもっと詳しく知りたい場合は、
障害福祉課職員が出向いてご説明します。申込方法等については、「市政出前講座」のページをご覧ください。

市政出前講座

市政出前講座


